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平成 30 年度 生涯学習課基本方針・重点施策 

１ 教育委員会事務局の主な事務分掌（前橋市教育委員会行政組織規則第２条別表第１（抜粋）） 

課名 分掌事務 

総務課 １ 職員の人事、研修等に関する事項 

２ 予算、条例等に関する事項 

３ 教育委員会の会議に関する事項 

４ 学校給食・共同調理場に関する事項 

５ 事務局相互の連絡調整に関する事項  

教育施設課 １ 教育施設の建設・学校施設の管理に関する事項  

文化財保護課 １ 文化財に関する企画・調整に関する事項 

２ 文化財の保護・普及・調査に関する事項 

３ 文化財関係団体・文化財施設に関する事項 

４ 刀剣類の製作承認に関する事項  

学校教育課 １ 学校経営・学校保健に関する事項 

２ 教育施策の企画・調整に関する事項 

４ 教職員の人事・教育指導に関する事項 

３ 学校教育関係団体に関する事項 

生涯学習課 １ 生涯学習・社会教育に関する総合的な企画・調整に関する事項 

２ 成人教育に関する事項 

３ 社会教育指導者養成に関する事項 

４ 社会教育施設（公民館）に関する事項 

５ 社会教育関係団体（青少年団体を除く。）等に関する事項 

青少年課 １ 青少年の健全育成に関する事項 

２ 青少年団体・青少年育成指導団体に関する事項 

３ 青少年健全育成施設等に関する事項 

４ いじめ対策・学校生活における悩みの相談に関する事項 

５ 児童文化センターに関する事項 

６ 青少年支援センターに関する事項 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本市の公民館（16 館） 

○ 中央公民館 

 

○ 地区公民館 

 １ 上川淵公民館 

 ２ 下川淵公民館 

 ３ 芳賀公民館 

 ４ 桂萱公民館 

 ５ 東公民館 

 ６ 元総社公民館 

 ７ 総社公民館 

 ８ 南橘公民館  

９ 清里公民館 

10 永明公民館 

11 城南公民館 

⑫ 大胡公民館 

⑬ 宮城公民館 

⑭ 粕川公民館 

⑮ 富士見公民館 
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２ 社会教育施策を進める上で目指す方向性（第２次前橋市教育振興基本計画より） 

    本市教育委員会では、前橋の教育が目指す人間像を「多様な人と協働しながら、主体的・創

造的に社会を創る人」 とし、教育における人づくりには４つのステージがあると考えました。

それが、 [個を伸ばす] [認め合う] [創りだす] [未来へ]です。 

  社会教育分野で人づくりのための４つのステージで目指す方向性は次のとおりです。 

 〇個を伸ばす 

地域課題や市民ニーズに対応した多様で魅力ある「学びの場」の提供により、「主体的な学び」 

の実現を図ります。 

〇認め合う 

   お互いの人権や個性を尊重しながら、支え合う心豊かなコミュニティを形 成する仕組みを通   

して、家庭や地域の様々な人との関わりの中で社会性を高 める支援をします。 

〇創りだす 

    個の学びやその学習成果を基に、地域の多様な主体が連携・協働し、交流 することを通して、

生涯活躍できる力を地域とともに育みます。 

〇未来へ 

    ふるさとを愛し未来を拓く人材を地域で育み、それぞれの個性や特技を活 かし融合させるこ 

  とにより、新たな価値を創りだす地域の担い手づくりを支援します。 

 

３ 施策の柱（平成 30 年度教育行政方針より） 

（1）「主体的な学び」の実現につながる学習機会の提供 

  地域課題や市民ニーズに対応した多様で魅力ある学びの場の提供により、市民一人一人の個

性を伸ばし高められる「主体的な学び」の実現を図ります。 

① 子育て、親子支援の充実 

② 青少年体験・チャレンジ活動の充実   

③ 生涯学習奨励員活動支援の充実 

④ 自主学習グループ活動支援の充実 

⑤ 学び合い、人権、地域ふれあいの充実 

 

(2) 公民館・コミュニティセンターの充実 

公民館やコミュニティセンターが「社会教育の拠点」として、個の学びの成果を社会へ還元

できる仕組みづくりを行うとともに、多様な主体が連携・協働し、地域と交流することを通し

て、生涯活躍できる力を地域とともに育みます。 

①公民館における社会教育事業の充実 

②コミュニティセンターにおける社会教育事業の充実 

③職員研修の充実 

 

(3)地域の担い手の育成と活用 

 ふるさとを愛し未来を拓く人材を地域で育み、それぞれの個性や特技を活かし融合させるこ

とにより、新たな価値を創りだす「地域の担い手」づくりをともに育みます。 

① 学びの成果の地域還元 

②  地域の人材育成と活用 
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４ 生涯学習課の主な事業 

 

事  業  名 事  業  の  ね  ら  い 対 象 期日等 

生涯学習推進本部 生涯学習を推進するための全庁的な組織 
職員 

生涯学習奨励員 
年 間 

情報提供事業 
生涯学習に係る情報提供（生涯学習だより等）及

び相談 
市 民 年 間 

生涯学習奨励事業 

公民館等を拠点に、自治会活動の一環として生涯

学習活動を行う生涯学習奨励員を自治会からの

推薦により委嘱。（全 285 自治会から各 1 人） 

各公民館で生涯学習奨励員研修等を実施。生涯学

習課が連絡協議会の事務局となっている。 

市 民 年 間 

生涯学習 

フェスティバル 

各町の広報紙の展示や生涯学習活動の紹介等、市

民や生涯学習関係団体の参加による生涯学習の

祭典（会場：前橋プラザ元気 21） 

市 民 8 月下旬 

出前講座 

市業務の内容や専門知識を職員が出前という形

で出向き、市民とともに学ぶ。多彩な講座メニュ

ーがあり、そのほかにも市民や特技を活かした職

員による講座も実施（H29 実績 358 件）  

市 民 年 間 

社会教育委員会議 

教育委員会により委嘱された委員が諮問に基づ

き、本市の社会教育に関する調査・協議を行う。

任期：２年 

委 員 年間 4 回 

本庁管内の 

社会教育事業 

（コミュニティセ

ンター機能）の充実 

コミュニティセンターが地域における「社会教育

の拠点」としてより活用されるよう、当該施設の

指定管理者、地域担当専門員等と連携を深め、地

域ニーズに応じた講座学習の実施等を促進する。 

市 民 年 間 

人権教育 
前橋市教育委員会人権教育推進会議、指導者研修

会、集会所事業などにより、人権教育を推進する。 
市 民 年 間 

市民展 

芸術文化の一層の振興と水準の向上を図るため、

美術・写真・書道の三部門が市民の芸術創作活動

の成果を公募、展示する。 

市 民 3 月 
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事  業  名 事  業  の  ね  ら  い 対 象 期日等 

団体育成 
ボランティア育成講座の実施による人材養成や

社会教育団体への支援などを行う。 
市 民 年 間 

公民館職員研修 

初任者研修、事業別研修、同実績発表会（子育て、

親子支援、青少年体験・チャレンジ活動、学び合

い、人権、地域ふれあい等）、ワーキングチーム

（社会教育指導主事等）による研修などを実施

し、職員の資質向上を図る。（引き続き外部評価

を導入） 

職 員 年 間 

公民館長会議 
地域課題への対応や市民ニーズの把握などを図

るための会議 
公民館長 

年 間 

（偶数月） 
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事業名 趣　　　旨 具体的内容

1
生涯学習奨励員

研修

　生涯学習奨励員の連携、協調のもとに奨励員活動のあり方に
ついて研修を行い、奨励員の資質向上及び地域の生涯学習の活
性化を図る。

　定例会の実施及び各種研修(講演会、
野外研修等)の企画立案実施

2
情報提供事業
（公民館報等）

　地域住民に利用団体や地域文化・生涯学習に関する情報を提
供し、生涯学習活動の推進を支援するとともに、主催事業の周知
を図り、事業の効果的な募集の手段とする。

　施設利用団体名簿の作成や公民館報
の編集・印刷、ホームページの作成・管
理、生涯学習相談等の実施

3 家庭教育学級
　乳幼児あるいは小中学生を持つ親を対象に家庭教育に関する
諸課題の学習をとおして、明るく豊かな家庭生活を築こうとする意
欲や実践力の向上を図る。

　子育てに関する講義、実習、実技等の
実施

4 子育て支援講座
　核家族化や流動化社会に伴い孤立化した子育て環境を改善す
るために必要な基本的知識や技術を学習し、地域での子育て支
援を担う人材を養成する。

　子育て支援ボランティア養成のための
講義及び実技並びに実習の実施

5 少年教室
　学校外での自然体験・ボランティア活動・世代間交流・創作活動
などの諸活動を通し心身の健やかな育成と仲間づくりを図る。

　小中学生を対象とした体験学習等の実
施

6 高齢者教室
高齢者が抱える課題について学習することで、高齢社会の中で
生き甲斐のある生活が送れるよう促し、地域社会の活動に進ん
で参画する意欲を高める。

　高齢者を対象とし、老人クラブと連携し
た講義、実習、実技等の実施

7 地域づくり講座
　地域の学習要求に基づいた必要課題・生活課題等の学習を実
施することにより、地域の教育力の充実・活性化を図る。

　地域資源及び地域人材並びに地域課
題に着目した講座等の実施

8 文化祭
　公民館を活動拠点とする学習団体が、日ごろの成果の発表と相
互の交流を行い、また広く住民に公開することにより、地域文化の
向上に資する。

　地域が一体となった文化祭(舞台発表・
作品展示等)の実施

9
自主学習グループ

支援
公民館利用者(主に自主学習グループ)が、さまざまな学習活動を
通して学んだことを地域に還元できる体制づくりを推進する。

　自主学習グループ活動のスキル向上
及び親睦を深めることを目的とした講演
会、野外研修等の実施

10
公民館運営審議会
公民館運営推進

委員会

　地域の代表として、地域住民に公民館運営について積極的に
参画していただくことで、公民館運営が円滑に進むような支援体
制を推進する。

　地区関係団体役員等を構成員とした定
例会議を実施し、公民館運営の指針を示
す。

11
セカンドライフ
セミナー

　シニア世代が「自らの生き方」を問い直し、自分らしく生きること
のできる生きがいづくりの普及啓発を図ると共に、地域回帰への
働きかけを通じ地域づくりの推進役となるよう支援する。

　定年退職者の地域デビューを応援する
ため及び地域を知るための講座の実施

12 環境講座
深刻化する環境破壊の現状を学びながら、自らの生活を問い直
し、環境保護に向けて各自が取り組むことへの必要性を理解し、
実践の方法をつかむ場とする。

　身近な自然・環境を知る体験型講座等
の実施

13 食育講座
　食育や食に対する安全性の向上、地産地消の推進などの社会
の動向を受け、地域の食育への関心を醸成する。

　食育及び郷土食並びに地産地消につ
いての講義及び調理実習等の実施

14 世代間交流事業
　核家族化・流動化社会の中で失われつつある異世代間の交流
を促進することで、地域の教育力の向上を図る。

　異なる世代の参加者が講師や受講生
となり交流を図ることのできる講座の実
施

15
人権男女共同参画

事業

　生涯学習の視点に立ち、幼児から高齢者に至るそれぞれのライ
フサイクルに応じた様々な学習機会を通して、人権尊重の意識を
高める。

　人権に関する映画上映、講演等の実
施及び館報等による意識啓発

16 読書普及活動
　活字離れによる国語力、コミュニケーション力の低下などが社会
問題化する背景を受け、本の楽しさを知ってもらうための事業等を
通し、地域住民の積極的な読書活動を推進する。

　地域住民主体の読み聞かせ及びパネ
ルシアター等の実施

17
育成・インリーダー

研修

　子どもたちの健全育成を図るための大人の役割について学ぶと
共に、子ども会のリーダーを育成し、各町の子ども会活動の活性
化を図る。

　野外学習及び講習(デイキャンプなど）
の実施

※　　　　　　　　　は必須事業

公民館における事業（学級・講座等）趣旨 
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  公民館講座の区分の見直し  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成２９年度）          （平成３０年度）  

 

○家庭教育学級        →   子育て、親子支援  

○子育て支援講座          ①親子ふれあい  

（保護者と乳幼児とのふれあい講座）  

                  ②学び（子育て・発達・遊び・健康・食育等） 

                  ③育楽ライフ・リフレッシュ  

                  ④学び（子育て支援・理解）  

 

○少年教室          →   青少年体験・チャレンジ活動  

○育成・ｲﾝﾘｰﾀﾞｰ研修         ①青少年（児童・生徒・学生）を対象とした講座  

                  ②親子チャレンジ  

（保護者と青少年とのチャレンジ講座）  

                  ③育成会支援研修  

（ｲﾝﾘｰﾀﾞｰ研修・育成会指導者研修）  

                        など 

 

○生涯学習奨励員研修     →   生涯学習奨励員活動支援  

①奨励員活動推進のための研修講座や学習会 

                  （生涯学習活動や、地域の魅力などへの 

視点・広がり・高まりを目的とした研修） 

②奨励員活動への理解や自治会との連携を深める講座や学習

会（奨励員の活動（実践）発表会や、自治会長との合同研修な

ど） 

③地域づくりを高める、支える、育むための 

奨励員の地域活動や地域行事への協力 

                                          など 

 

○自主学習グループ支援事業  →   自主学習グループ活動支援  

                  ①自習学習グループの活動支援に繋がる講座  

②自主学習グループの立ち上げを目指す講座  

③自主学習グループの会員増に繋がる取組  
   

   

                                         など 

○高齢者教室 

○セカンドライフセミナー   →             →   

○地域づくり講座 

○人権男女共同参画事業        

○健康レディ講座          

          など 

 

  学び合い､人権、地域ふれあい  

①暮らしの学び合い、人権 

・より良い生活をテーマとした講座 

・健康やライフスタイルの提案 

・人権講座                 など 

 

②交流・地域ふれあい 

・世代間交流・地域ふれあい講座（事業） 

・世代間交流につながる技能研修 

・地域の歴史・文化・地産などの伝承講座 

 ・文化祭への参加や出品を目指す講座 

                    など 
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期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 4月18日(水) 15:30～17:00  第1回運営委員会
中央公民館
3１研修室

○年間研修計画等について
○事業別研修会について

2 9月19日(水) 15:30～17:00 第2回運営委員会
中央公民館
31研修室

○実績発表会の進め方について

3 1月中旬 15:00～17:00 第3回運営委員会 中央公民館 ○実績発表会資料作成

期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 5月28日(月) 中央公民館 子育て・親子支援担当者

2 5月30日(水) 中央公民館 青少年体験・チャレンジ活動担当者

3 6月1日(金) 中央公民館 生涯学習奨励員活動支援担当者

4 6月4日(月) 中央公民館 自主学習グループ活動支援担当者

5 6月6日(水) 中央公民館 学び合い、人権、地域ふれあい担当者

6 6月8日(金) 中央公民館 文化祭担当者

期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 子育て・親子支援担当者

2 青少年体験・チャレンジ活動担当者

3 生涯学習奨励員活動支援担当者

4 自主学習グループ活動支援担当者

5 学び合い、人権、地域ふれあい担当者

6 文化祭担当者

期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 5月24日（木） 15:00～17:00
昨年度事業振り返り

情報交換
中央公民館

2 7月5日（木） 15:00～17:00
講義

「子どもを取り巻く環境と地域のつながり」

第二

コミュニティセンター

講師：群馬県教育委員会事務局
　　　　中部教育事務所社会教育主事

3 8月7日（火） 15:00～17:00
講義

仮題：「現代における子育て中の家庭環境」

第三
コミュニティセンター

講師：群馬県教育委員会事務局生涯学習課
　　　　社会教育主事

4 8月30日(木) 15:00～17:00 チラシづくりのコツ 中央公民館

5 9月27日(木) 15:00～17:00
第五

コミュニティセンター

6 10月25日(木) 15:00～17:00 中央公民館

7 11月29日(木) 15:00～17:00 中央公民館

8 12月（未定） 15:00～17:00 中央公民館

9 1月31日(木) 15:00～17:00 中央公民館

10 2月28日(木) 15:00～17:00 平成30年度実績発表会 中央公民館

平成３０年度 公民館及びコミュニティセンター職員研修計画

１　研修運営委員会について

未定

２　事業別研修会について

４　コミュニティセンター研修について

15:00～17:00  事業別研修会

2月中旬から
第２回研修運営
委員会にて協議

３　実績発表会について

15:00～17:00 実績発表会

各公民館長から推薦された職員で研修運営委員会を組織し、公民館職員を対象にした研修会の円滑な運営に向け、協議等を行う。

事業企画を円滑に進めるため、連携部署が行っている事業内容を学習するとともに、担当者同士の情報交換を行う。また、前年度の

実績発表会にて助言いただいた内容を振り返り、情報共有を図り、今後の公民館事業の充実に役立てる。

市内１６公民館が取り組んできた講座や学級の実施結果の報告会として開催。各ブロックにテーマを振り分け、外部評価者をオブザー

バーとして招き、公民館事業を幅広く周知する。

①成果や課題について、事業別に担当者が集まって情報交換を行うことにより、今後の公民館の充実に役立てる。

②実績発表を通して、職員のファシリテート力、コーディネート力、伝える力を養う機会とする。

③事業別で関係する協力団体及び外部団体に実務的視点で評価いただくことで、幅広い視野で企画、運営に繋げる。

コミュニティセンターの社会教育機能の充実を図る。
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期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 4月25日(水) 15:30～17:00  初任者研修会
中央公民館
501学習室

2 6月7日（木） 14:00～16:30 第１回全体研修会
群馬県

生涯学習センター
中部教育事務所「中部地区社会教育関係職員等
研修講座」に参加

期　　日 時　　間  内   　　容 　　　等 会　　場 備　考

1 7月下旬 15:00～17:00 ワーキングチーム研究会① 中央公民館 2回目以降は、メンバーにより協議

６　ワーキングチーム研究会について

５　その他の研修について

研修運営委員会や事業別研修会等で検討（年間2～3回程度を予定）

公民館職員でワーキングチームを組織し、以下のねらいをもって取り組みます。

①社会的課題や地域全般で抱える課題に対し、解決にむけた研究を行い、公民館主催社会教育事業の充実に資する。

②職員間の情報交換・共有の場とし、職員全体の資質向上に繋げる。
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前橋市公民館運営審議会の概要 
 

１ 公民館運営審議会の役割 

  前橋市の公民館の管理・運営等、自然体の公民館のあり方について意見を述べるだけでな

く、必要に応じて諸計画や答申を作成する。 

  公民館運営審議会については、社会教育法・前橋市公民館条例で以下のとおり定められて

いる。 

☆社会教育法 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき

調査審議するものとする。 

第３０条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中か

ら、市町村の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定め

る。 

 

☆前橋市公民館条例 

第７条 法第２９条第１項の規定に基づき、前橋市公民館運営審議会（以下「審議会」とい

う。）を前橋市中央公民館に置く。 

２ その他の公民館に前橋市公民館運営推進委員会を置くことができる。 

第８条 審議会の委員の定数は、２０人以内とする。 

第９条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者 

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

(3) 学識経験のある者 

第１０条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 審議会の委員は、再任されることができる。 

 

２ 委員の構成 

委員全１５名のうち、学校教育関係者２名・社会教育関係者６名・家庭教育活動者２名・

学識経験者３名・公募から２名。 
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３ 活動計画 

Ｎｏ． 開催予定日時 会議名 会場 

１ 平成３０年７月３日（火） 

１４:００～ 

委嘱式及び第１回委員会 前橋市中央公民館 

２ 平成３０年１０月１６日（火） 

１３:３０～ 

第２回委員会 前橋市中央公民館 

３ 平成３１年２月１３日（水） 

１３:３０～ 

第３回委員会 前橋市中央公民館 
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前橋市公民館運営審議会規則 

昭和 30 年 6 月 13 日 

教育委員会規則第 27 号 

(目的) 

第 1 条 前橋市公民館条例(昭和 30 年前橋市条例第 24 号)第 7 条に規定する前橋市公民館運営審

議会(以下「審議会」という。)は館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとし、本規則の定めるところにより運営する。 

(役員) 

第 2 条 審議会に次の役員を置く。 

(1) 委員長 1 名 

(2) 副委員長 1 名 

2 役員の選出は、委員の互選による。 

(役員の任務) 

第 3 条 委員長は、会務を総理する。 

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき、これを代理する。 

3 委員長、副委員長共に事故あるときは、委員の中で最年長者がこれを代行する。 

(専門委員会) 

第 4 条 審議会は、必要により専門委員会を設けることが出来る。 

2 専門委員は、委員長がこれを委嘱する。 

(会議) 

第 5 条 会議は、中央公民館長の要請により委員長がこれを招集する。  

2 会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。 

(委任) 

第 6 条 この規則施行について必要な事項は、教育長にはかり中央公民館長がこれを定める。  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 37 年 11 月 1 日委員会規則第 7 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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前橋市公民館運営審議会 研究課題・諮問内容及び活動一覧  

     

      

１６年度    研究協議「中央公民館のあり方について」  

    １７年度    「中央公民館の旧リヴィン跡地への移転について」研究報告書にま

とめる 

    １８年度    第４７回関東甲信越静公民館研究大会(群馬大会)への参加協力 

 開催地：前橋市 

  １８年度  研究協議「地域還元型の公民館事業の充実について」  

  １９年度  研究協議「地域還元型の公民館事業の充実について」  

  ２０年度  研究協議なし 

  ２１年度  研究協議なし 

  ２２年度  研究協議「公民館の運営状況に関する評価基準について」  

  ２３年度  平成２３年１２月２０日付け 島田委員長・目黒副委員長から  

研究協議「公民館の運営状況に関する評価基準について」の報告を 

受ける。 

  ２４年度  課題事項「前橋市中央公民館事業 高齢者教室『明寿大学』の在り

方について」 

  ２５年度  課題事項「子どもたちと公民館について」  

             中央公民館・東公民館・永明公民館からの事例発表  

  ２６年度  研究協議「既存事業など公民館主催の社会教育事業の内容や運営等

の改善について」 

  ２７年度  研究協議 同上 

  ２８年度  研究協議「子どもの頃から親しむ公民館づくり」  

  ２９年度  研究協議同上 
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追加資料 

 


